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社会福祉法人徳心会 役員等報酬及び費用弁償規程 

 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人徳心会(以下「法人」という)定款第９条および第２３条 

の規定に基づき、役員（理事及び監事）及び評議員（以下「役員等」とする）の報 

酬及び費用弁償について定めるものとする。 

 

（報 酬） 

第２条 役員等の報酬は、別表「役員等の報酬」により支給することができる。 

  ２ 役員等の退職金は、理事長に対してその任期に応じて、支給することができる。 

  ３ 法人の職員給与規程の適用を受ける役員等については、この規定は適用しない。 

 

（退職金） 

第３条 理事長の退職金については、任期満了か辞任、または死亡により退任した者に支

給することができ、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとす

る。 

  ２ 理事長の退職金は、退職時の報酬月額に在職年数を乗じた額に対し、別表「理事

長退職金支給基準」に基づく支給基準を乗じた額を支給する。 

    ただし、退職金の算定に係る退職時の報酬月額は２０万円を上限とし、在職年数

については、就任日より２０年を上限として、５年未満の在職者には支給しない。 

 

（費用弁償） 

第４条 理事会、評議員会、監事会に出席したときは、費用弁償として別表「役員等の費

用弁償」のとおり支給する。ただし、法令に基づき支給する費用弁償から源泉所得

税を控除する。  

２ 費用弁償は、出席者が少数のため会議が成立しない場合においても、出席者に対 

して同額を支給する。 

３ 法人の職員給与規程の適用を受ける役員等については、この規定は適用しない。 

 

（旅 費） 

第５条  役員等が職務のため出張したときは、別に定める「職員出張旅費規程」のとおり 

旅費を支給することができる。 

２ 法人の職員給与規程の適用を受ける役員等については、この規定は適用しない。 

 

（改 廃） 

第６条 本規程は、評議員会の議決を経て、改廃することができる。 



 

附  則 

（実施期日） 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

（旧規程の廃止） 

１ 平成２５年１１月２日より実施の役員費用弁償等規程は、これを廃止する。 

２ 平成２５年９月２１日より実施の役員等の報酬に関する規程は、これを廃 

 止する。 

  



別 表 

 

１ 役員等の報酬          

役員等 報酬額 

理事長 月 額 ２００，０００円 

                           

 

 

２ 理事長退職金支給基準 

在職年数 報酬月額に対する支給基準 

５年以上１０年未満 １．０ 

１０年以上１５年未満 １．３ 

１５年以上２０年まで １．５ 

   ＊在職年数が、１年未満については切り捨てることとする。 

 

 

３ 役員等の費用弁償 

役員等 費用弁償額 

理事・監事・評議員 日 額 ７,２２１円 

 

  


